
  

健康保険被保険者証の廃止に伴う 

入札時の技術者等の雇用関係の確認方法について 
 

令和７年１２月 

 

 令和７年１２月１日をもって、現行の健康保険被保険者証（以下、「保険証」という。）

が廃止され、マイナンバーカードへ移行することとなります。 

つきましては、一般競争入札等における入札参加資格確認書類として定めている、配

置予定技術者等の雇用関係を確認できる書類について、令和７年 12 月 2 日以降、下記

のとおり取扱うものとします。 

 

１ 保険証の取扱いについて 

 保険証の廃止に伴い、雇用関係を確認する書類として、保険証の写しを提出すること

は不可とします。 

 

２ その他の確認書類について 

 雇用関係を確認する書類として、所属会社の雇用証明書（様式任意）の写しを可とし

ます。 

 なお、雇用証明書には以下の内容を明記してください。 

  ・配置予定技術者の氏名、生年月日、雇用開始年月日 

  ・所属会社の住所、商号又は名称、証明者氏名、証明者の印、証明年月日 

 

 

【参考】「現場代理人及び技術者に関する留意事項」より抜粋 

７ 現場代理人及び監理技術者等の確認資料 

（１）直接的かつ恒常的な雇用関係を証するもの 

  ① 監理技術者資格者証（表・裏）の写し ※所属業者が記載されていること 

  ② 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

  ③ 住民税特別徴収税額通知書の写し 

  ④ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し 

  ⑤ 所属会社の雇用証明書（様式任意）の写し 
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